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3.2 ⾃然的、社会的概況 
3.2.1 ⾃然的状況 

(1) ⼈の健康の保護及び地域の⽣活環境の保全に係る項⽬ 
Ａ. 公害全般 
a. 公害苦情 

札幌市における公害苦情の発⽣件数の状況は、表3.2.1-1に⽰すとおりである。 
過去10年間(平成22度〜令和元年度)における公害苦情の平均発⽣件数は396件であり、

騒⾳に係る苦情が最も多く196件(全体の49.5％)、次いで悪臭70件(17.7％)、⼤気汚染67件
(16.9％)、振動47件(11.9％)の順である。 

騒⾳に係る苦情の中でも建設作業に係る苦情が多く、93件(23.5％)を占めている。 
 

表3.2.1-1 公害苦情の発⽣件数の状況 

年度 
⼤気汚染 

悪臭 
騒 ⾳ 

振動 ⽔質 ⼟壌 
汚染 

そ 
の 
他 

合計 ば 
い 
煙 

粉 
じ 
ん 

ガ 
ス 
等 

そ 
の 
他 

⼩計 
事 
業 
場 

建設 
作業 

拡声 
放送 

営業 
施設 交通 

⽣活 
騒⾳ 
他 

そ 
の 
他 

⼩計 

平成 
22 33 23 0 2 58 95 43 102 16 14 9 2 35 221 30 1 0 15 420 

23 37 20 1 3 61 60 35 78 2 6 7 2 25 155 36 0 1 8 321 
24 41 27 2 2 72 85 38 95 5 12 3 5 19 177 40 0 0 16 390 
25 20 27 0 3 50 56 29 82 7 16 6 1 33 174 36 2 0 17 335 
26 30 29 4 3 66 80 57 59 8 12 2 3 26 167 34 0 0 15 362 
27 35 32 1 3 71 74 48 100 15 21 4 4 24 216 45 0 0 13 419 
28 25 31 3 4 63 55 39 96 18 14 9 1 37 214 69 1 2 25 429 
29 18 45 1 8 72 60 35 126 14 10 12 4 29 230 43 1 2 12 420 
30 27 35 3 3 68 58 39 99 8 6 14 1 29 196 73 1 0 4 400 

令和 
元 32 46 2 9 89 73 43 92 19 9 6 6 35 210 60 2 0 19 453 

平均 30 32 2 4 67 70 41 93 11 12 7 3 29 196 47 1 1 14 396 
割合 
(%) 7.6 8.1 0.5 1.0 16.9 17.7 10.4 23.5 2.8 3.0 1.8 0.8 7.3 49.5 11.9 0.3 0.3 3.5 100. 

出典：「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (令和元年度測定結果）」(令和３年２⽉ 札幌市) 

 
図3.2.1-1 公害苦情の発⽣件数の推移  
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B. ⼤気に係る環境の状況 
a. 気 象 
(ｱ) 気象概況、地形等に係る気象状況 

事業区域が位置する札幌市の気候は、⽇本海側気候区に属しており、春から秋にかけ
て⽇照時間が⻑く、冬季は積雪寒冷を特徴としている。 

事業区域周辺の気象は、事業区域の⻄南⻄側約1.9kmに位置する札幌管区気象台の観
測結果に代表されると考えられる(図3.2.1-2 地点W)。 

札幌管区気象台の平年値(1991年〜2020年までの過去30年間の平均値)は、表3.2.1-2に
⽰すとおりである。 

過去30年間の平年値については、年平均気温が9.2℃で、⽉別にみると最⾼となる８⽉
が22.3℃、最低となる１⽉が-3.2℃である。 

年間降⽔量は1,146.1mmで、⽉別にみると最⼤となる９⽉が142.2mm/⽉、最⼩となる
４⽉が54.6mm/⽉である。 

積雪については、積雪深の最⼤は２⽉の95cmである。 
年間の最多⾵向は南東、平均⾵速は3.6m/sである。 
道央部(北海道の札幌市付近)の地形をみると、⽯狩湾から勇払原野にかけ、ほぼ南北

に連なる低地帯(⽯狩低地帯)があり、⽯狩低地帯に流れ込んだ空気は、⻄と東の⼭地に
⾏く⼿を遮られる。札幌市はこの低地帯⻄縁の北部に位置しているため、⻄の⼭地の影
響を受けて主に南東⽅向や北⻄⽅向の⾵が卓越し、⻄⽅向や東⽅向の⾵の頻度が少ない
傾向にある。 

 
表3.2.1-2 気象⼀覧(平年値) 

統計年：1991年〜2020年(30年間) 
観測所：札幌管区気象台 

区分 気温(℃) 降⽔量 
(mm) 

最深積雪 
(cm) 最多⾵向 平均⾵速 

(m/s) 
⽇照時間 

(時間) 平均 最⾼ 最低 
1⽉ -3.2 -0.4 -6.4   108.4 76 北⻄ 3.3    90.4 
2⽉ -2.7  0.4 -6.2    91.9 95 北⻄ 3.4   103.5 
3⽉ 1.1 4.5 -2.4    77.6 82 北⻄ 3.8   144.7 
4⽉ 7.3 11.7  3.4    54.6 22 北⻄ 4.2   175.8 
5⽉ 13.0 17.9  9.0    55.5 --- 南東 4.2   200.4 
6⽉ 17.0 21.8 13.4    60.4 --- 南東 3.7   180.0 
7⽉ 21.1 25.4 17.9    90.7 --- 南東 3.6   168.0 
8⽉ 22.3 26.4 19.1   126.8 --- 南東 3.5   168.1 
9⽉ 18.6 22.8 14.8   142.2 --- 南東 3.2   159.3 

10⽉ 12.1 16.4  8.0   109.9  1 南南東 3.4   145.9 
11⽉  5.2  8.7  1.6   113.8 15 南南東 3.4    99.1 
12⽉ -0.9  2.0 -4.0   114.5 47 北⻄ 3.2    82.7 

年  9.2 13.1  5.7 1,146.1 97 南東 3.6 1,718.0 
出典：「過去の気象データ・ダウンロード」(気象庁) 
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(ｲ) ⾵害に係る気象状況 
⾵向・⾵速に係る平年値は、表3.2.1-3に⽰すとおりである。 
⽇最⼤⾵速が10m/s以上の⽇数は、年間46.7⽇であり、４⽉が最も多く6.6⽇、次いで

５⽉(6.2⽇)、３⽉(4.6⽇)、10⽉(4.4⽇)、11⽉(3.9⽇)の順であり、春頃及び秋頃に強い
⾵が吹く傾向にある。 

 
(ｳ) ⽇照に係る気象状況 

⽇照時間に係る平年値は、表3.2.1-3に⽰すとおりである。 
年間⽇照時間は、1,718.0時間であり、不照⽇数(１⽇の⽇照時間が0.1時間未満の場合

の⽇数)は年間41.2⽇、⽇照率(⽇照時間と可照時間、すなわち⽇の出から⽇没までの時
間との⽐)が40%以上の⽇数は年間168.3⽇である。 

 
表3.2.1-3  ⾵向・⾵速、⽇照時間の状況(平年値) 

統計年：1991年〜2020年(30年間) 
観測所：札幌管区気象台 

区分 

⾵向・⾵速 ⽇照時間 

平均⾵速 
(m/s) 最多⾵向 

各⾵速階級の⽇数(⽇最⼤⾵速) 合計 
(時間) 

各階級の⽇数 

≧10m/s ≧15m/s ≧20m/s ≧30m/s 不照 ⽇照率 
≧40% 

１⽉ 3.3 北⻄  3.2 0.2 0.0 0.0 90.4 3.7 11.3 
２⽉ 3.4 北⻄  3.6 0.2 0.0 0.0 103.5 2.9 11.9 
３⽉ 3.8 北⻄  4.6 0.4 0.0 0.0 144.7 2.7 15.1 
４⽉ 4.2 北⻄  6.6 0.5 0.0 0.0 175.8 2.9 16.2 
５⽉ 4.2 南東  6.2 0.5 0.0 0.0 200.4 3.5 17.0 
６⽉ 3.7 南東  3.4 0.1 0.0 0.0 180.0 3.7 14.5 
７⽉ 3.6 南東  2.5 0.0 0.0 0.0 168.0 3.9 13.7 
８⽉ 3.5 南東  2.5 0.1 0.0 0.0 168.1 3.9 14.9 
９⽉ 3.2 南東  2.8 0.1 0.0 0.0 159.3 3.5 16.3 
10⽉ 3.4 南南東  4.4 0.1 0.0 0.0 145.9 2.7 15.6 
11⽉ 3.4 南南東  3.9 0.1 0.0 0.0 99.1 3.3 11.7 
12⽉ 3.2 北⻄  3.1 0.2 0.0 0.0 82.7 4.5 10.2 

年 3.6 南東 46.7 2.7 0.1 0.0 1,718.0 41.2 168.3 
出典：「過去の気象データ・ダウンロード」(気象庁) 
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b. ⼤気質 
(ｱ) ⼤気汚染の状況 

事業区域周辺においては、札幌市が４地点(⼀般環境⼤気測定局[以下「⼀般局」とい
う。]：センター局及び東局、⾃動⾞排出ガス測定局[以下「⾃排局」という。]：北１条
局及び北19条局)で⼤気測定を⾏っている。 

測定局の位置(所在地)は、表3.2.1-4及び図3.2.1-2に⽰すとおりである。 
 

表3.2.1-4 事業区域周辺⼤気測定局 
区 分 調査地点 測定局名 所 在 地 

⼀般環境⼤気 
測定局 

地点ａ センター局 中央区北１条⻄２丁⽬(市役所庁舎４F) 
地点ｂ 東局 東区北18条東５丁⽬(北光まちづくりセンター) 

⾃動⾞排出ガス 
測定局 

地点ｃ 北１条局 中央区北１条⻄２丁⽬(市役所敷地内) 
地点ｄ 北19条局 北区北19条⻄２丁⽬(幌北⼩学校) 

出典：「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (令和元年度測定結果)」(令和３年２⽉ 札幌市) 
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図3.2.1-2 ⼤気測定地点等  
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各測定局における平成27〜令和元年度までの⼀酸化窒素(NO)、⼆酸化窒素(NO2)、窒
素酸化物(NOx)及び浮遊粒⼦状物質(SPM)の測定結果は表3.2.1-5に、年平均値の経年変
化は図3.2.1-3に⽰すとおりである。 

⼀酸化窒素の年平均値は、⼀般局のセンター局が0.005〜0.008ppm、東局が0.004〜
0.006ppm、⾃排局の北１条局が0.011〜0.018ppm、北19条局が0.006〜0.010ppmであり、
いずれの測定局も横ばいから減少傾向にある。 

⼆酸化窒素の年平均値は、⼀般局のセンター局が0.014〜0.018ppm、東局が0.012〜
0.014ppm、⾃排局の北１条局が0.017〜0.022ppm、北19条局が0.013〜0.015ppmであり、
いずれの測定局も横ばいもしくは減少傾向にある。 

窒素酸化物の年平均値は、⼀般局のセンター局が0.019〜0.026ppm、東局が0.016〜
0.019ppm、⾃排局の北１条局が0.028〜0.040ppm、北19条局が0.019〜0.025ppmであり、
いずれの測定局も減少傾向にある。 

浮遊粒⼦状物質の年平均値は、⼀般局のセンター局が0.010〜0.013mg/m3、⾃排局の
北１条局が0.011〜0.014mg/m3、北19条局が0.008〜0.012mg/m3であり、いずれの測定
局も横ばい傾向にある。 

環境基準が定められている⼆酸化窒素及び浮遊粒⼦状物質についてみると、⼆酸化窒
素の⽇平均値の年間98%値はすべての測定局で環境基準値(１時間値の１⽇平均値が
0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内⼜はそれ以下であること。)を下回っており、浮遊
粒⼦状物質の⽇平均値の２%除外値はすべての測定局で環境基準値(１時間値の１⽇平
均値が0.10mg/m3以下であること。)を下回っている。 
 

表3.2.1-5 ⼤気質測定結果(年度) 

項 ⽬ 
(単 位) 測定局 年平均値 ⽇平均値の年間 98%値 

もしくは⽇平均値の２%除外値 
H27 H28 H29 H30 R1 H27 H28 H29 H30 R1 

⼀酸化 
窒素 

(ppm) 

センター 0.008 0.008 0.007 0.005 0.005 0.032 0.040 0.023 0.021 0.025 
東 0.006 0.006 0.005 0.004 0.005 0.038 0.042 0.026 0.020 0.027 

北１条 0.018 0.017 0.015 0.012 0.011 0.054 0.058 0.043 0.032 0.036 
北 19 条 0.010 0.010 0.008 0.006 0.007 0.045 0.054 0.036 0.025 0.030 

⼆酸化 
窒素 

(ppm) 

センター 0.017 0.018 0.017 0.015 0.014 0.038 0.042 0.038 0.033 0.034 
東 0.014 0.013 0.013 0.012 0.012 0.036 0.041 0.036 0.036 0.035 

北１条 0.022 0.021 0.020 0.018 0.017 0.041 0.045 0.040 0.036 0.036 
北 19 条 0.015 0.015 0.015 0.013 0.013 0.039 0.043 0.038 0.036 0.036 

窒素 
酸化物 
(ppm) 

センター 0.025 0.026 0.023 0.020 0.019 0.067 0.080 0.061 0.052 0.057 
東 0.019 0.019 0.018 0.016 0.017 0.073 0.083 0.060 0.053 0.059 

北１条 0.040 0.038 0.035 0.030 0.028 0.092 0.104 0.077 0.064 0.072 
北 19 条 0.025 0.025 0.022 0.019 0.020 0.084 0.095 0.073 0.060 0.064 

浮遊粒⼦状
物質 

(mg/m3) 

センター 0.011 0.012 0.013 0.012 0.010 0.031 0.028 0.029 0.036 0.024 
東 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

北１条 0.013 0.013 0.014 0.013 0.011 0.032 0.029 0.035 0.037 0.024 
北 19 条 0.012 0.012 0.011 0.009 0.008 0.033 0.030 0.029 0.031 0.019 

出典: 「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (平成27年度測定結果)」(平成28年12⽉ 札幌市) 
  「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (平成28年度測定結果)」(平成30年１⽉ 札幌市) 
  「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (平成29年度測定結果)」(平成30年10⽉ 札幌市) 
  「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (平成30年度測定結果)」(令和元年10⽉ 札幌市) 
  「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (令和元年度測定結果)」(令和３年２⽉ 札幌市)   
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図3.2.1-3  年平均値の経年変化 

 
(ｲ) ⼤気汚染の主要な発⽣源の状況 

固定発⽣源としては、事業区域周辺のばい煙発⽣施設が考えられる。 
ボイラー、ガスタービン、ディーゼル機関等のばい煙発⽣施設は、「⼤気汚染防⽌法」、

「札幌市⽣活環境の確保に関する条例」及び「北海道公害防⽌条例」に基づき規制され
ており、届出状況は表3.2.1-6に⽰すとおりである。 

札幌市内の届出施設数(令和２年３⽉末現在)は、⼤気汚染防⽌法に係る施設3,658施設、
札幌市⽣活環境の確保に関する条例に係る施設2,981施設、北海道公害防⽌条例に係る施
設０施設の合計6,639施設である。 

また、事業区域周辺における地域熱供給の分布状況は、図3.2.1-4に⽰すとおりである。
札幌都⼼部では、全国的に⾒ても広域な地域熱供給を展開しており、事業区域は地域熱
供給エリアに含まれている。 

移動発⽣源としては、事業区域周辺道路を⾛⾏する⾃動⾞及びJR路線における⾮電化
鉄道⾞両が考えられる。 

 
表3.2.1-6 ばい煙発⽣施設の届出状況(令和２年３⽉末現在) 

区 分 ⼤気汚染防⽌法 札幌市⽣活環境の 
確保に関する条例 

北海道 
公害防⽌条例 合 計 

施設数 3,658 2,981 0 6,639 
事業場数 1,715 1,915 0 3,630 

出典：「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (令和元年度測定結果)」(令和３年２⽉ 札幌市)   

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

H27 H28 H29 H30 R1

⼀
酸

化
窒

素
(p
p
m
)

年度

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

H27 H28 H29 H30 R1

⼆
酸

化
窒

素
(p
p
m
)

年度

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

H27 H28 H29 H30 R1

窒
素

酸
化

物
(p
p
m
)

年度

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

H27 H28 H29 H30 R1
浮

遊
粒

⼦
状

物
質
(m

g
/m

3 )

年度

センター局 東局 北１条局 北19条局

東局は未測定



- 3-10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3.2.1-4 事業区域周辺の地域熱供給エリア分布状況  
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c. 騒 ⾳ 
(ｱ) 騒⾳の状況 

事業区域周辺においては、札幌市が８地点(環境騒⾳２地点、⾃動⾞騒⾳６地点)で騒
⾳測定を⾏っている。測定地点は、図3.2.1-5に⽰すとおりである。 

環境騒⾳の測定結果は、表3.2.1-7に⽰すとおりである。 
環境騒⾳レベルは、昼間が47〜50dB、夜間が42〜44dBであり、すべての地点で環境

基準値を下回っている。 
 

表3.2.1-7 環境騒⾳測定結果 

地点 測定地点住所 地域の 
類型 ⽤途地域 

騒⾳調査結果(LAeq)(dB) 測定 
年度 測定値 環境基準 

昼間 夜間 昼間 夜間 

Ａ 北区北16条⻄４丁⽬ Ｃ 近隣商業地域 50 44 60 
(○) 

50 
(○) 

平成 
26年度 

Ｂ ⽩⽯区菊⽔４条１丁⽬ Ｃ 準⼯業地域 47 42 60 
(○) 

50 
(○) 

平成 
25年度 

注1) 地域の類型は、騒⾳に係る環境基準の地域の類型であり、A類型は専ら住居の⽤に供される地域、B類型
は主として住居の⽤に供される地域、C類型は相当数の住居と併せて商業、⼯業等の⽤に供される地域を
いう。 

注2) 昼間は午前６時〜午後10時、夜間は午後10時〜翌朝午前６時 
注3) 環境基準の(  )内は達成状況を⽰している。[○：達成 ×：⾮達成] 
出典: 「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (平成25年度測定結果)」(平成27年３⽉ 札幌市) 
  「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (平成26年度測定結果)」(平成28年３⽉ 札幌市) 
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⾃動⾞騒⾳の測定結果は、表3.2.1-8に⽰すとおりである。 
⾃動⾞騒⾳レベルは、昼間が62〜69dB、夜間が52〜62dBであり、すべての地点で環

境基準値を下回っている。 
 

表3.2.1-8 ⾃動⾞騒⾳測定結果 

地点 路線名 測定地点 
住所 

地域 
の 

類型 

⽤途 
地域 

⾞ 
線 
数 

騒⾳調査結果(LAeq)(dB) 測定 
年度 測定値 環境基準 要請限度 

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

a 札幌環状線 北区北23条 
⻄13丁⽬ B 

準 
住居 
地域 

4 69 61 70 
(〇) 

65 
(〇) 

75 
(〇) 

70 
(〇) 

令和 
元年度 

b 北⼤横断線 北区北17条 
⻄5丁⽬ C 

近隣 
商業 
地域 

6 68 62 70 
(〇) 

65 
(〇) 

75 
(〇) 

70 
(〇) 

令和 
元年度 

c 北８条線 東区北7条東 
16丁⽬ C ⼯業 

地域 4 66 57 70 
(〇) 

65 
(〇) 

75 
(〇) 

70 
(〇) 

令和 
元年度 

d 南３条線 中央区南3条 
⻄9丁⽬ C 商業 

地域 4 62 57 70 
(〇) 

65 
(〇) 

75 
(〇) 

70 
(〇) 

令和 
元年度 

e 東４丁⽬線 中央区⼤通 
東4丁⽬ C 

近隣 
商業 
地域 

4 63 54 70 
(〇) 

65 
(〇) 

75 
(〇) 

70 
(〇) 

令和 
元年度 

f 北９条線 北区北9条 
⻄3丁⽬ C 商業 

地域 4 62 52 70 
(〇) 

65 
(〇) 

75 
(〇) 

70 
(〇) 

令和 
元年度 

注1) 地域の類型は、騒⾳に係る環境基準の地域の類型であり、A類型は専ら住居の⽤に供される地域、B類型
は主として住居の⽤に供される地域、C類型は相当数の住居と併せて商業、⼯業等の⽤に供される地域を
いう。 

注2) 昼間は午前６時〜午後10時、夜間は午後10時〜翌朝午前６時 
注3) ⾞線数は上下線の合計を⽰している。 
注4) 環境基準・要請限度の(  )内は達成状況を⽰している。[○：達成 ×：⾮達成] 
出典: 「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (令和元年度測定結果)」(令和３年２⽉ 札幌市)   
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図3.2.1-5 騒⾳測定地点  
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(ｲ) 騒⾳の主要な発⽣源の状況 
固定発⽣源としては、事業区域周辺の騒⾳関係特定施設等が考えられる。 
空気圧縮機、印刷機械、⾦属加⼯機械、⽊材加⼯機械等の騒⾳関係特定施設等は、「騒

⾳規制法」、「札幌市⽣活環境の確保に関する条例」及び「北海道公害防⽌条例」に基づ
き規制されており、届出状況は表3.2.1-9に⽰すとおりである。 

札幌市内の届出施設数(令和２年３⽉末現在)は、騒⾳規制法に係る施設9,530施設、札
幌市⽣活環境の確保に関する条例に係る施設1,485施設、北海道公害防⽌条例に係る施設
1,279施設の合計12,294施設である。 

また、移動発⽣源としては、事業区域周辺道路を⾛⾏する⾃動⾞及びJR路線における
鉄道⾞両が考えられる。 

 
表3.2.1-9 騒⾳関係特定施設等の届出状況(令和２年３⽉末現在) 

区 分 騒⾳規制法 
札幌市⽣活環境の 
確保に関する条例 

北海道 
公害防⽌条例 

合 計 

施設数 9,530 1,485 1,279 12,294 
事業場数 1,683   962   159  2,804 

出典：「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (令和元年度測定結果)」(令和３年２⽉ 札幌市) 
 

d. 振 動 
(ｱ) 振動の状況 

事業区域周辺では、札幌市による振動測定は⾏われていない。 
 

(ｲ) 振動の主要な発⽣源の状況 
固定発⽣源としては、事業区域周辺の振動関係特定施設等が考えられる。 
空気圧縮機、⾦属加⼯機械、印刷機械等の振動関係特定施設等は、「振動規制法」及び

「北海道公害防⽌条例」に基づき規制されており、届出状況は表3.2.1-10に⽰すとおり
である。 

札幌市内の届出施設数(令和２年３⽉末現在)は、振動規制法に係る施設1,692施設、北
海道公害防⽌条例に係る施設582施設の合計2,274施設である。 

また、移動発⽣源としては、事業区域周辺道路を⾛⾏する⾃動⾞及びJR路線における
鉄道⾞両が考えられる。 

 
表3.2.1-10 振動関係特定施設等の届出状況(令和２年３⽉末現在) 

区 分 振動規制法 北海道公害防⽌条例 合 計 
施設数 1,692 582 2,274 

事業場数   667 143   810 
出典：「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (令和元年度測定結果)」(令和３年２⽉ 札幌市) 
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e. 悪 臭 
(ｱ) 悪臭の状況 

事業区域周辺では、札幌市による臭気の測定は⾏われていない。 
 

(ｲ) 悪臭の主要な発⽣源の状況 
飼料・肥料製造施設、ゴム製品製造施設等の悪臭発⽣施設は、「北海道公害防⽌条例」

に基づき規制されており、届出状況は表3.2.1-11に⽰すとおりである。 
札幌市内の届出施設数(令和２年３⽉末現在)は、北海道公害防⽌条例に係る施設20施

設である。 
悪臭防⽌法では、「⼯場その他の事業場における事業活動に伴って発⽣する悪臭」につ

いて、規制が適⽤され、札幌市における悪臭規制は、臭気指数により⾏っている。 
札幌市における悪臭規制の規制地域は「都市計画法に基づく都市計画区域全域」、規制

基準は「敷地境界、気体排出⼝、排出⽔」についての臭気指数を定めている。 
悪臭の発⽣源としては、上記の悪臭発⽣施設のほか、飲⾷店からの臭い(厨房の換気扇

等)、浄化槽、ビルピット、厨房排⽔処理施設、ごみ置き場等が考えられる。 
 

表3.2.1-11 悪臭発⽣施設の届出状況(令和２年３⽉末現在) 
区 分 北海道公害防⽌条例 
施設数 20 

事業場数  5 
出典：「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (令和元年度測定結果)」(令和３年２⽉ 札幌市) 
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C. ⽔に係る環境の状況 
a. ⽔ 象 
(ｱ) 河川、沼の分布状況 

事業区域周辺における河川の分布状況は、図3.2.1-6に⽰すとおりである。なお、事業
区域周辺には、沼の分布はない。 

事業区域の東側には創成川が南から北⽅向に流れており、南東側約1.5kmには豊平川
が南から北東⽅向に流れている。 

 
(ｲ) 流量、流域の状況 

創成川及び豊平川の流量及び流域の概要は、表3.2.1-12に⽰すとおりである。 
創成川は、豊平川より取⽔し、⼈々の物資の運送等が⽬的でつくられた、かつて交通

路だった⼈⼯⽔路(運河)である。流域⾯積は18.3km2、流路延⻑は14.8kmであり、市街地
を貫流した後、伏籠川と合流し茨⼾川に流⼊している。 

豊平川は、札幌市を流れる流域⾯積が902km2、流路延⻑が72.5kmであり、札幌市の市
街地は、この川が形成した扇状地にある。 

 
表3.2.1-12 流量及び流域の概要 

区 分 
流量等概要 流域概要 

観測地点 年平均⽔位 
(令和元年) 

年平均流量 
(令和元年) 流域⾯積 流路延⻑ 

創成川 創成上流 
(北区屯⽥３条１丁⽬) T.P.+ 0.70m −  18.3km2 14.8km 

豊平川 藻岩 
(中央区南 22 条⻄６丁⽬) T.P.+36.98m 17.98m3/s 902km2 72.5km 

出典: 「⽔⽂⽔質データベース」(国⼟交通省ホームページ 令和３年８⽉閲覧) 
  「札幌河川事務所 管内河川マップ」(国⼟交通省 北海道開発局ホームページ 令和３年８⽉閲覧) 
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図3.2.1-6 河川の分布及び⽔質調査地点  
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b. ⽔ 質 
(ｱ) ⽔質汚濁の状況 

事業区域周辺における河川では、札幌市が２地点で⽔質調査を⾏っている。調査地点
は、表3.2.1-13及び図3.2.1-6に⽰すとおりである。 

創成川及び豊平川の⽔質調査地点は、環境基本法に規定された⽔質汚濁に係る環境基
準Ｂ類型に指定されている。 

 
表3.2.1-13 事業区域周辺における⽔質調査地点 

地点 
番号 河川名 測定地点 

環境 
基準 
類型 

環境基準(B類型) 
⽔素イオン 

濃度 
(pH) 

⽣物化学的 
酸素要求量 

(BOD) 

浮遊 
物質量 

(SS) 

溶存 
酸素量 
(DO) 

⼤腸菌群数 

１ 創成川 北16条橋 Ｂ 6.5〜8.5 ３mg/L以下 25mg/L 
以下 

５mg/L 
以上 

5,000MPN 
/100mL以下 ２ 豊平橋 東橋 Ｂ 

出典：「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (令和元年度測定結果)」(令和３年２⽉ 札幌市) 
 

過去５年間(平成27年度〜令和元年度)における⽔質濃度測定結果は、表3.2.1-14及び
図3.2.1-7に⽰すとおりである。 

⽔素イオン濃度の年平均値は、創成川が7.3〜7.5、豊平川が7.5〜7.7であり、創成川、
豊平川ともに横ばい傾向にある。 

⽣物化学的酸素要求量の75%⽔質値は、創成川が0.8〜2.1mg/L、豊平川が0.6〜
1.8mg/Lである。創成川は平成29年度に増加したが、その後減少傾向であり、豊平川は
平成27年度以降、横ばい傾向であり、平成30年度は増加したが、平成元年度には減少し
ている。 

浮遊物質量の年平均値は、創成川が１〜４mg/L、豊平川が２〜４mg/Lであり、創成
川、豊平川ともに横ばい傾向にある。 

溶存酸素量の年平均値は、創成川が10〜11mg/L、豊平川が12mg/Lであり、創成川、
豊平川ともに横ばい傾向にある。 

⼤ 腸 菌 群 数 の 年 平 均 値 は 、 創 成 川 が 76 〜 390MPN/100mL 、 豊 平 川 が 45 〜
1,000MPN/100mLである。創成川は平成27年度以降、減少傾向にあったが、近年は増加
傾向にあり、豊平川は年度により⼤きく異なる状況にある。 

環境基準と⽐較すると、創成川、豊平川ともに、すべての項⽬でB類型の環境基準値を
満⾜している。 

また、事業区域周辺では、札幌市による公共⽤⽔域に係る⽔底の底質の測定は⾏われ
ていない。 

その他、札幌市では地下⽔の⽔質に係る調査(「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等デ
ータ集- (令和元年度測定結果)」)を⾏っており、令和元年度末現在、事業区域周辺の中
央区では環境基準を超過した井⼾はないが、北区では砒素、クロロエチレン、1,2-ジク
ロロエチレン、テトラクロロエチレン、東区では砒素、テトラクロロエチレンに係る環
境基準を超過した井⼾が分布している。 
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表3.2.1-14 ⽔質測定結果(年度) 
項 ⽬ 番号 河川名 H27 H28 H29 H30 R１ 

⽔素イオン濃度 
(pH) 

１ 創成川 7.5(○) 7.5(○) 7.5(○) 7.3(○) 7.4(○) 
２ 豊平川 7.5(○) 7.6(○) 7.7(○) 7.6(○) 7.7(○) 

⽣物化学的酸素要求量 
(BOD75%値)(mg/L) 

１ 創成川 1.5(○) 1.4(○) 2.1(○) 1.6(○) 0.8(○) 
２ 豊平川 0.6(○) 0.8(○) 0.7(○) 1.8(○) 0.6(○) 

浮遊物質量 
(SS年平均値)(mg/L) 

１ 創成川 3(○) 1(○) 1(○) 1(○) 4(○) 
２ 豊平川 3(○) 4(○) 3(○) 2(○) 3(○) 

溶存酸素量 
(DO年平均値)(mg/L) 

１ 創成川 10(○) 11(○) 10(○) 11(○) 11(○) 
２ 豊平川 12(○) 12(○) 12(○) 12(○) 12(○) 

⼤腸菌群数(年平均値) 
(MPN/100mL) 

１ 創成川 390(○) 190(○) 76(○) 110(○) 230(○) 
２ 豊平川 140(○) 290(○) 1,000(○) 45(○) 150(○) 

注）(  )内は環境基準の達成状況を⽰している。[○：達成 ×：⾮達成] 
出典: 「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (平成27年度測定結果)」(平成28年12⽉ 札幌市) 
  「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (平成28年度測定結果)」(平成30年１⽉ 札幌市) 
  「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (平成29年度測定結果)」(平成30年10⽉ 札幌市) 
  「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (平成30年度測定結果)」(令和元年10⽉ 札幌市) 
  「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (令和元年度測定結果)」(令和３年２⽉ 札幌市) 

 

 
図3.2.1-7 ⽔質測定結果の経年変化  
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(ｲ) ⽔質汚濁の主要な発⽣源の状況 
⽔質汚濁の主要な発⽣源としては、事業区域周辺の⽔質関係特定事業場が考えられる。 
製造業、鉱業、サービス業等の⽔質関係特定事業場は、「⽔質汚濁防⽌法」に基づき規

制されており、届出状況は表3.2.1-15に⽰すとおりである。 
札幌市内の届出事業場数(令和２年３⽉末現在)は、203事業場である。 
この他、⽔質汚濁の発⽣源としては、ゴルフ場で使⽤される農薬散布に係る排出⽔、

下⽔道未整備地区における⽣活排⽔等が考えられる。 
 

表3.2.1-15 ⽔質関係特定事業場の届出状況(令和２年３⽉末現在) 

区 分 
排 ⽔ 量 公共下⽔道 

へ排⽔ 
合 計 

50m3/⽇以上 50m3/⽇未満 
事業場数 41 44 118 203 

出典：「札幌市の環境 -⼤気・⽔質・騒⾳等データ集- (令和元年度測定結果)」(令和３年２⽉ 札幌市) 
 

D. ⼟壌及び地盤の状況 
a.⼟ 壌 
(ｱ) ⼟壌汚染の状況 

⼟壌汚染対策法では、⼟壌汚染状況調査の結果、汚染が判明した⼟地について、健康
被害が⽣じるおそれがある場合には「要措置区域」、健康被害が⽣じるおそれがない場合
には「形質変更時要届出区域」に指定される。 

札幌市内の⼟壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域の指定状況は、
表3.2.1-16(1)〜(2)に⽰すとおりである。 

令和３年７⽉９⽇現在、札幌市内では要措置区域５地点、形質変更時要届出区域27地
点が指定されているが、事業区域においては指定されていない。 

また、札幌市には、⾃然由来の砒素を含む⼟壌が広範囲に分布する地域特性があり、
⼀部の指定地域は⾃然由来特例区域に指定されている。 

 
表3.2.1-16(1) ⼟壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域の指定状況 

項⽬ 整理番号 指定年⽉⽇ 指定番号 所在地(地番) 

要措置区域 

整-R2-10 令和３年 
１⽉27⽇ 

要-16号 
(指-52号) 中央区北３条東９丁⽬４番５号の⼀部 

整-R2-6 令和２年 
９⽉29⽇ 

要-15号 
(指-48号) 北区北22条⻄５丁⽬18番247の⼀部 

整-R2-5 令和２年 
９⽉28⽇ 

要-14号 
(指-47号) ⼿稲区新発寒５条６丁⽬1145番1447の⼀部 

整-31-8 令和２年 
１⽉９⽇ 

要-12号 
(指-42号) 中央区北７条⻄26丁⽬２番２ 

整-27-6 

平成28年 
３⽉31⽇ 
(令和3年 
２⽉１⽇ 
⼀部追加) 

要-9号 
(指-22号) ⻄区⻄町南11丁⽬８-１の⼀部、10の⼀部 

出典：「⼟壌汚染対策法 区域指定情報(令和３年７⽉９⽇現在)」(札幌市 令和３年８⽉閲覧)   
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表3.2.1-16(2) ⼟壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域の指定状況 
項⽬ 整理番号 指定年⽉⽇ 指定番号 所在地(地番) 

形質変更時 
要届出区域 

整-R3-1 令和３年 
５⽉20⽇ 

形-37 
(指-54号) 札幌市⽩⽯区菊⽔4条2丁⽬1番の⼀部 

整-R2-11 令和３年 
３⽉４⽇ 

形-36号 
(指-53号) 札幌市東区東雁来6条3丁⽬89番11の⼀部 

整-R2-9 令和２年 
12⽉14⽇ 

形-35号 
(指-51号) 札幌市⽩⽯区菊⽔５条２丁⽬29番⼀部 

整-R2-7 令和２年 
９⽉29⽇ 

形-33号 
(指-49号) 北区北22条⻄５丁⽬18番247の⼀部 

整-R2-4 令和２年 
８⽉24⽇ 

形-32号 
(指-46号) 北区⾃北８条⾄北18条⾃⻄５丁⽬⾄⻄12丁⽬８番

１の⼀部 整-R2-8 令和２年 
11⽉20⽇ 

形-34号 
(指-50号) 

整-R2-2 令和２年 
８⽉６⽇ 

形-31号 
(指-44号) 

中央区⼤通東４丁⽬１番16の⼀部、１番20の⼀部 
中央区南１条東４丁⽬５番１、５番２の⼀部、６番
１の⼀部、６番２の⼀部、６番３、６番４、６番５、
６番６の⼀部、６番８の⼀部、６番９の⼀部 

整-R2-1 令和２年 
７⽉30⽇ 

形-30号 
(指-43号) 

(現在の地番) 
東区北５条東６丁⽬375番７、375番９、375番10 
東区北５条東７丁⽬375番１、375番４、375番５ 

整-31-6 令和元年 
７⽉19⽇ 

形-28号 
(指-40号) ⻄区⻄町南11丁⽬10番の⼀部 

整-31-4 令和元年 
６⽉５⽇ 

形-26号 
(指-38号) 

(現在の地番) 
東区北５条東５丁⽬８番10、375番８、375番10、
375番11 
東区北５条東６丁⽬375番２、375番11、375番12 
東区北５条東５丁⽬６丁⽬１番１、２番、５番５ 

整-31-3 令和31年 
４⽉12⽇ 

形-25号 
(指-37号) 中央区南２条⻄３丁⽬20番の⼀部 

整-31-5 令和元年 
７⽉１⽇ 

形-27号 
(指-39号) ⼿稲区前⽥７条15丁⽬４番１号の⼀部 

整-31-1 平成31年 
４⽉１⽇ 

形-23号 
(指-35号) 

整-30-1 平成31年 
３⽉28⽇ 

形-22号 
(指-34号) 東区北48条東１丁⽬１番７の⼀部、１番９の⼀部 

整-29-4 平成29年 
12⽉18⽇ 

形-21号 
(指-33号) 北区新琴似町769番２ 

整-28-5 平成29年 
２⽉15⽇ 

形-17号 
(指-28号) 南区⽩川1814番地43の⼀部 

整-31-7 令和元年 
８⽉15⽇ 

形-29号 
(指-41号) 

(現在の地番) 
 
中央区北４条東６丁⽬２番、３番、４番 
 
中央区北４条東７丁⽬375番、376番 

整-31-2 平成31年 
４⽉１⽇ 

形-24号 
(指-36号) 

整-28-6 平成29年 
２⽉23⽇ 

形-18号 
(指-29号) 

整-28-3 平成28年 
10⽉12⽇ 

形-16号 
(指-26号) 

整-28-2 平成28年 
７⽉６⽇ 

形-15号 
(指-25号) 

整-28-1 平成28年 
４⽉28⽇ 

形-14号 
(指-24号) 中央区北４条⻄18丁⽬９番の⼀部 

整-27-4 平成28年 
４⽉８⽇ 

形-13号 
(指-23号) 

(現在の地番) 
豊平区平岸１条12丁⽬２番３の⼀部 

整-27-4 平成27年 
10⽉６⽇ 

形-10号 
(指-19号) 

(現在の地番) 
豊平区平岸１条12丁⽬３番 

整-27-2 平成27年 
８⽉10⽇ 

形-9号 
(指-17号) 中央区北４条東５丁⽬５番129の⼀部 

整-26-4 平成26年 
10⽉17⽇ 

形-7号 
(指-14号) ⼿稲区⼿稲星置200番２ 

整-24-5 平成25年 
３⽉７⽇ 

形-6号 
(指-9号) 東区北18条東１丁⽬13番17、13番18の⼀部 

出典：「⼟壌汚染対策法 区域指定情報(令和３年７⽉９⽇現在)」(札幌市 令和３年８⽉閲覧)   
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(ｲ) ⼟壌の分布状況 
事業区域周辺に分布する⼟壌は、表3.2.1-17に⽰すとおりであり、主に「グライ⼟」、

「泥炭⼟」、「⿊ボク⼟」、「灰⾊低地⼟」及び「褐⾊森林⼟」が分布している。 
 

表3.2.1-17 事業区域周辺に分布する⼟壌の状況 
⼟壌名 概 要 

グライ⼟ 
少なくとも表⾯から50cm以内にグライ層を持つ⼟壌。主として沖積地に分

布し、殆ど⽔⽥に利⽤されていることが多い。 

泥炭⼟ 
表⾯から１m以内に、厚さ50cm以上の泥炭層または⿊泥層を持つ⼟壌、及

び表⾯下50cm以内に厚さ20cm以上の泥炭層または⿊泥層を持つ⼟壌。 

⿊ボク⼟ 
⽕⼭放出物またはその含有割合が⽐較的⾼い⺟材に由来する、明度・彩度と

もに２またはそれ以下の⿊⾊の表層⼟が25cm以上発達した⼟壌。 

灰⾊低地⼟ 
北海道の台地⾯上の、主として洪積層または第三紀層のシルト岩、泥岩など

を⺟材とし、表⼟の腐植含量は低く、粘⼟含量は⾼く、灰⾊を呈し、「重粘⼟」
と称されている⼟壌。 

褐⾊森林⼟ 
斜⾯下部や広い緩傾斜地など、常に地中⽔分に富む環境下にあらわれる褐⾊

森林⼟。 
出典：「⼟地分類図(⼟壌図Ⅰ)北海道地⽅」(経済企画庁) 
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b. 地盤沈下 
(ｱ) 地下⽔の状況 

地盤沈下の⼀因として、地下⽔の揚⽔が考えられる。 
札幌市における⽤途別揚⽔量の推移は、図3.2.1-8に⽰すとおりである。 
令和元(2019)年度の事業場の年間揚⽔量は約2,980万m3で、過去５年間では横ばい傾

向にある。⽤途別では、ビルの冷房、雑⽤⽔などで使⽤される建築物⽤が約80％を、製
造業などで使⽤される⼯業⽤が約20％を占めている。 

なお、地下⽔の揚⽔には、事業場によるもの以外に、建設⼯事に伴う地下掘削や排⽔
⼯法に伴うものがある。 

 

 
図3.2.1-8 ⽤途別揚⽔量の推移 

出典：「令和２年度版 札幌市環境⽩書」(札幌市) 
 

(ｲ) 地盤沈下の状況 
札幌市における⽔準測量実施状況及び沈下量は、表3.2.1-18に⽰すとおりである。 
令和元年度において、1.0cm以上の沈下量が１地点確認された(1.15cm 北区新琴似10

条10丁⽬)。 
 

表3.2.1-18 ⽔準測量実施状況及び沈下量 

年度 
観測 
地点 
数 

沈下 
地点 
数 

沈下量内訳(cm) 
年間最⼤沈下量、地点 

1.0未満 
1.0以上 
2.0未満 

2.0以上 
3.0未満 

3.0以上 

H27 52 29 29 0 0 0 0.42cm ⽩⽯区川北番地 
H28 40 19 19 0 0 0 0.21cm ⼿稲区新発寒５条４丁⽬ 
H29 47 33 33 0 0 0 0.46cm  東区北岡珠４条１丁⽬ 
H30 48 28 28 0 0 0 0.58cm  ⽩⽯区川下番地 
R１ 38 38 37 1 0 0 1.15cm  北区新琴似10条10丁⽬ 

出典：「令和２年度版 札幌市環境⽩書」(札幌市)   
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E. その他 
a. 電波障害 
(ｱ) 電波障害の状況 

事業区域周辺は、札幌市の中⼼市街地にあり、中⾼層の建築物が⽴地し、電波障害の
要因となっている可能性がある。 

 
(ｲ) 地形の状況 

事業区域の位置する札幌市中央区周辺の標⾼地形図は、図3.2.1-9に⽰すとおりである。 
事業区域周辺は、豊平川により形成される扇状地に位置しており、地形は⽐較的平坦

で、事業区域から500m範囲の標⾼はT.P.約+15〜20m程度である。 
⻄側は⼭地となり、藻岩⼭(標⾼T.P.約+531m)、三⾓⼭(標⾼T.P.約+311m)、百松沢

⼭(標⾼T.P.約+1,038m)、⼿稲⼭(標⾼T.P.約+1,023m)等がある。 
北側〜東側にかけては、⽯狩平野の⼀部をなす低地、南側は扇状地から河川による開

折が進んだ丘陵地となる。 
なお、テレビ電波(地上デジタル放送)は、事業区域⻄側⽅向の⼿稲⼭から送信されて

いる。 
 

 
図3.2.1-9  事業区域の位置する中央区周辺の標⾼地形図 

注1）⾚点線は、事業区域から500mの範囲を⽰す。 
注2）下記出典資料をもとに作成 
出典：「国⼟地理院ウェブサイト」(令和３年８⽉閲覧) 

  



- 3-25 - 

(ｳ) ⾼層建築物、住宅等の分布 
事業区域周辺は、札幌市の中⼼市街地にあり、中⾼層の建築物が⽴地している。 
事業区域周辺の⾼層建築物の分布状況は、表3.2.1-19及び図3.2.1-10に⽰すとおりであ

る。 
事業区域周辺は、札幌市の中⼼市街地にあり、中⾼層の建築物が⽴地している。 
事業区域近傍には、事業区域の北⻄側約50mに「JRタワー(JRタワーホテル⽇航札幌) 

(⾼さ約173m)(地点１)」、南南東側約100mに「北農ビル(⾼さ約94m)(地点２)」、東南東
側約150mに「シティタワー札幌(⾼さ約105m)(地点３)」等の⾼層建築物が分布してい
る。 

また、⼟地利⽤現況図(図3.2.2-1(1)〜(2)参照)によると、住宅等の住居施設は、事業
区域の東南東側約150m付近のほか、東側約200m以遠、北側約250m以遠及び⻄側約400m
以遠に分布する状況にある。 

 
表3.2.1-19 事業区域周辺の⾼層建築物(⾼さ約80m以上)  

地点 施設名 最⾼⾼さ 事業区域からの⽅位・距離 
1 JRタワー(JRタワーホテル⽇航札幌) 約173m 事業区域 北⻄側 約50m 
2 北農ビル 約 94m 事業区域 南南東側 約100m 
3 シティタワー札幌 約105m 事業区域 東南東側 約150m 
4 パシフィックタワー札幌 約101m 事業区域 東南東側 約150m 
5 ANAクラウンプラザホテル札幌 約 96m 事業区域 南南東側 約200m 
6 プレミスト札幌ターミナルタワー 約128m 事業区域 北北東側 約250m 
7 ⽇本⽣命札幌ビル 約100m 事業区域 南東側 約300m 
8 D'グラフォート札幌ステーションタワー 約143m 事業区域 北⻄側 約350m 
9 ホテルモントレエーデルホフ札幌 約 93m 事業区域 南南東側 約350m 

10 札幌三井JRビルディング 約100m 事業区域 南南⻄側 約400m 
11 ブランズタワー札幌 約 90m 事業区域 ⻄北⻄側 約450m 
12 さっぽろ創世スクエア 約131m 事業区域 南南東側 約450m 
13 札幌センタービル 約102m 事業区域 ⻄側 約500m 
14 京王プラザホテル札幌 約 85m 事業区域 ⻄南⻄側 約1,100m 
15 北洋⼤通センター 約 96m 事業区域 南側 約1,150m 
16 北海道警察本部庁舎 約 88m 事業区域 南⻄側 約1,150m 
17 シティタワー札幌⼤通 約135m 事業区域 南東側 約1,150m 
18 さっぽろテレビ塔 約147m 事業区域 南南東側 約1,200m 

[19] 北８⻄１地区第⼀種市街地再開発事業 約180m 事業区域 北側 約350m 
[20] 北６東２地区 約100m 事業区域 北東側 約300m 
[21] 北４⻄３地区第⼀種市街地再開発事業 約200m 事業区域 南⻄側 約100m 

注1) 「事業区域からの⽅位・距離」は、事業区域中央付近からの⽅位及び事業区域境界からの距離を⽰す。 
注2)  [  ]内は計画建築物竣⼯時までに供⽤開始される予定の建築物である。 
出典：「BLUE STYLE COMホームページ」(令和３年８⽉閲覧) 
  「さっぽろテレビ塔ホームページ」(令和３年８⽉閲覧) 
  「(仮称)札幌創世1.1.1区北１⻄１地区第⼀種市街地再開発事業 事後調査報告書2」 

(令和元年８⽉ 札幌市) 
  「北８⻄１地区第⼀種市街地再開発事業 環境影響評価書」(平成26年８⽉ 札幌市) 
  「(仮称)札幌駅南⼝北４⻄３地区第⼀種市街地再開発事業 環境影響評価書」(令和４年３⽉ 札幌市)   
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図3.2.1-10 ⾼層建築物の分布状況  
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(2) 地域の⾃然的状況に係る項⽬ 
A. 地形及び地質の状況 
a. 地形及び地質 
(ｱ) 地形の分布状況 

札幌市の地形は表3.2.1-20及び図3.2.1-11に⽰すとおり、⼤きく分けて⼭地、丘陵地、
台地・段丘、低地の４つに区分することができ、低地は、さらに扇状地性低地、三⾓州
性低地、⾃然堤防・砂州に分けられる。 

事業区域⻄側は低地〜⼭地、北側は低地、東側は低地〜台地・段丘、南側は低地〜丘
陵地となる。 

事業区域周辺の地形は低地であり、事業区域は扇状地性低地に位置している。 
 

表3.2.1-20 札幌市の地形分類区分 
⼤区分 中区分 ⼩区分 

⼭地 胆振⼭地 
中起伏⼭地 
⼩起伏⼭地 

⼭麓地 

丘陵地 島松丘陵 
⼤起伏丘陵地 
⼩起伏丘陵地 

台地・段丘 野幌台地 

砂礫台地(中位) 
砂礫台地(下位) 

ローム台地(中位) 
ローム台地(下位) 

低地 
(⽯狩湾岸低地) 

花畔砂丘地 扇状地性低地 
三⾓州性低地 

⾃然堤防・砂州 
⽯狩低地 

札幌扇状地 
出典：「⼟地分類図 地形分類図(⽯狩・後志・胆振⽀庁) 」(国⼟庁⼟地局) 
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図3.2.1-11 地形分類図  
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(ｲ) 表層地質の分布状況 
事業区域周辺の表層地質の状況は、表3.2.1-21及び図3.2.1-12に⽰すとおりである。 
事業区域周辺の表層地質は、南側が砂、礫、粘⼟、壌⼟からなる札幌扇状堆積物に、

北側が埴⼟、砂からなる北部札幌埴⼟に区分される。 
事業区域は、札幌扇状堆積物に区分される。 

 
表3.2.1-21 事業区域周辺の地質区分 

地質時代 地質 岩質 

第四紀 
沖積世 

(完新世) 

現河川堆積物 砂、礫、粘⼟ 
泥炭⼟ 低位泥炭 ヨシ泥炭 

琴似川扇状堆積物 埴⼟、砂、礫、粘⼟ 

豊平川氾濫原堆積物 
札幌扇状堆積物 砂、礫、粘⼟、壌⼟ 

丘珠埴⼟ 埴⼟ 
北部札幌埴⼟ 埴⼟、砂 

篠路埴⼟ 埴⼟、砂、粘⼟ 
出典：「５万分の１地質図幅(札幌)」(北海道地下資源調査所) 

 
(ｳ) 重要な地形・地質の分布状況 

「第１回⾃然環境保全基礎調査(北海道すぐれた⾃然図)」(環境庁)によると、事業区
域周辺には、地形・地質・⾃然現象に係るすぐれた⾃然は確認されていない。 

この他、「⽇本の地形レッドデータブック 第１集新装版−危機にある地形−(2000年 
⼩泉武栄・⻘⽊賢⼈編)」において、豊平川(渓⾕・扇状地地形)が保存することが望まし
い地形として選定されているが、詳細な位置については明記されていない。 
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図3.2.1-12 表層地質図  
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B. 動植物の⽣息または⽣育、植⽣及び⽣態系の状況 
a. 動 物 
(ｱ) 動物種及び地域個体群の状況 

事業区域周辺では、⾚れんが庁舎周辺、北海道⼤学植物園、北海道⼤学構内及び創成
川など⼀部に緑地がみられるほかは、⼤部分が市街地となっており、そのため動物は北
海道の都市部周辺で⼀般的に⾒られる種が⽣息していると考えられる。 

事業区域周辺における動物の調査資料は、表3.2.1-22に⽰すとおりである。 
これらの調査資料に基づく動物の確認状況は、表3.2.1-23に⽰すとおりである。 
なお、確認種の詳細⼀覧は、巻末資料に⽰すとおりである。 

 
表3.2.1-22 調査資料⼀覧(動物) 

No. 調査資料名 
1 「札幌市とその近郊のハムシ類の季節消⻑と⾷草選択性」(昭和57年１⽉ 北海道⼤学) 
2 「札幌昆⾍記」(平成２年３⽉ 札幌市) 
3 「北海道⼤学農学部付属植物園内で⾒られる⿃」(平成13年３⽉ 北海道⼤学) 
4 「北海道⼤学キャンパスの動物」(平成14年９⽉ 北海道⼤学) 
5 「北海道⼤学サクシュコトニ川再⽣事業後の⽔環境と⿂類相」(平成22年２⽉ 北海道⼤学) 
6 「改訂版 北⼤エコキャンパス読本-植物編付・⿃類リスト-」(平成23年３⽉ 北海道⼤学) 
7 「豊平川さけ科学館研究報告」(平成24年３⽉ 札幌市) 
8 「札幌キャンパス⽣きものマップ」(北海道⼤学 令和３年11⽉閲覧) 

9 「いきものログ 詳細検索」(環境省 令和３年11⽉閲覧)※2015〜2021年ミシシッピアカミミ
ガメの検索 

10 「(仮称)札幌創世1.1.1区北１⻄１地区第⼀種市街地再開発事業 環境影響評価書」 
(平成26年２⽉ 札幌市) 

11 「北８⻄１地区第⼀種市街地再開発事業 環境影響評価書」(平成26年８⽉ 札幌市) 
 

表3.2.1-23 調査資料に基づく動物の確認状況 
区 分 確認状況 

哺乳類 北海道⼤学構内で、エゾリスやアカネズミ、キタキツネ等の４⽬６科10種が確認され
ている。 

⿃ 類 主に北海道⼤学構内で、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒヨドリ、ハクセキレイ
等の18⽬47科147種が確認されている。 

両⽣類・ 
は⾍類 

両⽣類では、北海道⼤学構内において、ニホンアマガエル、エゾアカガエル等の２⽬
３科６種が確認されている。 

は⾍類では、⾚れんが庁舎周辺において、ミシシッピアカミミガメの１⽬１科１種が
確認されている。 

⿂ 類 北海道⼤学構内及び創成川で、ウグイ、フクドジョウ、ウキゴリ等の５⽬７科17種が
確認されている。 

昆⾍類 北海道⼤学構内、⼤通公園及び創成川で、アキアカネ、アブラゼミ等の13⽬101科242
種が確認されている。 

底⽣動物 北海道⼤学構内及び創成川で、カワニナ、ミズムシ、スジエビ等の18⽬41科65種が確
認されている。 
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(ｲ) 貴重種の分布状況 
調査資料に基づき確認された動物種から、表3.2.1-24に⽰す法令または⽂献等を参考

に重要な種を抽出した。 
調査資料から抽出した重要な動物種は、表3.2.1-25に⽰すとおりである。 
事業区域周辺で確認された重要な種は、⿃類36種、両⽣類１種、⿂類５種、昆⾍類４

種の合計46種である。 
なお、哺乳類、は⾍類、底⽣動物については、重要な種は確認されなかった。 

 
表3.2.1-24 重要な種の選定基準 

区 分 記号 選  定  基  準 

法令等 

① ⽂化財保護法(昭和25年 法律第214号)に規定する天然記念物 
天：天然記念物、特：特別天然記念物 

② 「北海道⽂化財保護条例」(昭和30年 北海道条例第83号)に規定する道指定天然記
念物 

③ 
「絶滅のおそれのある野⽣動植物の種の保存に関する法律」(平成４年 法律第75
号)に規定する希少野⽣動植物種 

国内：国内希少野⽣動植物種、国際：国際希少野⽣動植物種 

④ 
「北海道⽣物の多様性の保全等に関する条例」(平成25年 北海道条例第９号)に基
づく希少野⽣動植物種 

特：特定希少野⽣動植物、指：指定希少野⽣動植物 

⽂ 献 

⑤ 

「環境省レッドリスト2020の公表について」(令和2年3⽉27⽇)に記載されている種 
EX：絶滅、EW：野⽣絶滅、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶
滅危惧II類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不⾜、LP：絶滅のおそれのある地域
個体群 

⑥ 

「北海道の希少野⽣⽣物 北海道レッドデータブック2001」(平成13年 北海道)及
び以降に発表された以下のレッドリスト更新版に記載されている種 
・哺乳類：「北海道レッドリスト【哺乳類編】改訂版(2016年)」(平成28年12⽉ 北海

道) 
・両⽣類・爬⾍類：「北海道レッドリスト【両⽣類・爬⾍類編】改訂版(2015年)」(平

成27年12⽉ 北海道) 
・昆⾍類(チョウ⽬)：「北海道レッドリスト【昆⾍>チョウ⽬編】改訂版(2016年)」

(平成28年６⽉ 北海道) 
・昆⾍類(コウチュウ⽬)：「北海道レッドリスト【昆⾍>コウチュウ⽬編】改訂版

(2019年)」(平成31年１⽉ 北海道) 
・⿃類：「北海道レッドリスト【⿃類編】改訂版(2017年)」(平成29年１⽉ 北海道) 
・⿂類：「北海道レッドリスト【⿂類編】改訂版(2018年)」(平成30年２⽉ 北海道) 

Ex：絶滅、Ew：野⽣絶滅種、Cr：絶滅危惧IA類、En：絶滅危惧IB類、Vu：絶 
滅危惧Ⅱ類、Nt：準絶滅危惧、N：留意、Dd：情報不⾜、Lp：絶滅のおそれの
ある地域個体群 

⑦ 
「札幌市版レッドリスト2016」（2016年 札幌市）による選定種 

EX+EW：今⾒られない、CR：絶滅危惧IA類、EN：絶滅危惧IB類、VU：絶滅
危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不⾜、N：留意 

⑧ 「緑の国勢調査-⾃然環境保全調査報告書」（昭和56年 環境庁）による選定種 

⑨ 「第2回⾃然環境保全基礎調査」（昭和56年 環境庁）による選定種 
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表3.2.1-25 調査資料から抽出した重要な動物種   

区 分 種  名 重要種選定基準(表3.2.1-24参照) 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

⿃類 ヒシクイ 天    VU N VU   
マガン 天    NT N NT   
オシドリ     DD Nt NT   
ヨタカ     NT Nt NT   
ハリオアマツバメ         ○ 
イカルチドリ      Dd    
ヤマシギ      N DD   
オオジシギ     NT Nt NT ○  
ウミネコ      Nt    
オオセグロカモメ     NT Nt    
ミサゴ     NT Nt NT  ○ 
ハチクマ     NT Nt NT  ○ 
オジロワシ 天  国内  VU Vu VU ○ ○ 
オオワシ 天  国内  VU Vu VU ○  
チュウヒ   国内  EN En EN  ○ 
ツミ      Dd DD   
ハイタカ     NT Nt NT   
オオタカ     NT Nt NT  ○ 
クマタカ   国内  EN En EN ○ ○ 
オオコノハズク      Nt DD   
フクロウ         ○ 
カワセミ        ○  
オオアカゲラ      Dd N   
チョウゲンボウ         ○ 
チゴハヤブサ         ○ 
シロハヤブサ   国際   Dd    
ハヤブサ   国内  VU Vu VU  ○ 
サンショウクイ     VU Dd    
アカモズ   国内  EN En EN   
ヒバリ       N   
オオムシクイ     DD Lp    
ツメナガセキレイ      Nt   ○ 
ハギマシコ        ○ ○ 
ギンザンマシコ      Nt N ○ ○ 
ホオアカ      Nt N   
シマアオジ   国内  CR Cr CR   

両⽣類 エゾサンショウウオ     DD N NT ○ ○ 
⿂類 スナヤツメ北⽅種     VU     

エゾウグイ      N    
サクラマス     NT N N   
イトヨ         ○ 
エゾトミヨ     VU Nt NT  ○ 

昆⾍類 アブラゼミ         ○ 
オオコオイムシ      R NT   
ニッポンホオナガスズメバチ     DD     
モンスズメバチ     DD     

合 計 46種 ４種 − 8種 − 25種 34種 27種 8種 18種 
注)哺乳類、は⾍類、底⽣動物については、重要な種は確認されなかった。 
 
 
「(仮称)札幌駅南⼝北 4 ⻄ 3 地区第⼀種市街地再開発事業 環境影響評価書」(令和４年３⽉ 札幌市)における
調査結果によると、上記に加えて、[哺乳類]クロオオアブラコウモリ、ヤマコウモリ、[昆⾍類]キタイトトン
ボ、ナツアカネが確認されている。  
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b. 植 物 
(ｱ) 植物種及び植物群落の状況 

1) 植⽣の状況 
事業区域周辺における植⽣の状況は、「第６回⾃然環境保全基礎調査」(環境省)による

と、図3.2.1-13に⽰すとおりである。 
事業区域周辺では、⾚れんが庁舎周辺、北海道⼤学植物園、北海道⼤学構内など⼀部

に緑地(残存・植栽樹群をもった公園、墓地等)がみられるほかは、⼤部分が市街地とな
っている。 

主な植⽣の状況は、表3.2.1-26に⽰すとおりである。 
 

表3.2.1-26 主な植⽣の状況 

中 区 分 主な植⽣の状況 

市街地 緑被率30％未満の市街地等で、住宅地、ビル、道路、⼈⼯構造物が
卓越する区域である。 

残存・植栽樹群を 
もった公園、墓地等 

⽐較的新しく形成された残存・植栽樹群を持つ⼤⾯積の都市公園等
である。なお、残存・植栽樹群地は⼀括するが、1ha以上の⾃然林、⼆
次林、植林、芝地等を含む場合はそれぞれ別に抽出されている。 

出典：環境省⾃然環境局⽣物多様性センター「⾃然環境保全基礎調査植⽣調査情報提供サイト 統⼀凡例
⼀覧表 ⼤・中・細区分⼀覧表」(令和３年１⽉閲覧) 

 

2) 植物相の状況 
事業区域周辺における植物の調査資料は、表3.2.1-27に⽰すとおりである。 
これらの調査資料では、イチイ、ハルニレ、ナナカマド等の116科785種の⾼等植物(維

管束植物)が確認されている。 
なお、確認種の詳細⼀覧は、巻末資料に⽰すとおりである。 

 
表3.2.1-27 調査資料⼀覧(植物) 

No. 調査資料名 
1 「札幌の植物 ⽬録と分布表」(平成４年５⽉ 原松次)※北⼤キャンパス、市街地 
2 「改訂版 北⼤エコキャンパス読本-植物編付・⿃類リスト-」(平成23年３⽉ 北海道⼤学) 
3 「⾚レンガ庁舎前庭 「⽊育」樹⽊マップ」(北海道 令和３年11⽉閲覧) 
4 「街路樹路線網図」(札幌市 令和３年１⽉閲覧) 
5 「札幌キャンパス⽣きものマップ」(北海道⼤学 令和３年11⽉閲覧) 

6 「(仮称)札幌創世1.1.1区北１⻄１地区第⼀種市街地再開発事業 環境影響評価書」 
(平成26年２⽉ 札幌市) 

7 「北８⻄１地区第⼀種市街地再開発事業 環境影響評価書」(平成26年８⽉ 札幌市) 
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図3.2.1-13 現存植⽣図  
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(ｲ) 貴重種の分布状況 
調査資料に基づき確認された植物種から、表3.2.1-24に⽰した法令または⽂献等を参

考に重要な種を抽出した。 
調査資料から抽出した重要な植物種は、表3.2.1-28に⽰すとおりである。 
事業区域周辺で確認された重要な種(植物種)は32種であるが、そのうち明らかな栽培

種等を除外すると17種である。 
なお、事業区域周辺においては、特定植物群落等の重要な群落は分布していない。 

 表3.2.1-28 調査資料から抽出した重要な植物種 

区 分 種  名 重要種選定基準(表3.2.1-24参照) 備 考 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

植 物 

ミヤマビャクシン      Vu VU  栽 培 
ヤエガワカンバ     NT    栽 培 
エゾエノキ      R VU   
エゾノミズタデ      Vu VU ○ 栽 培 
ノダイオウ     VU  VU   
シデコブシ     NT    栽 培 
フクジュソウ      Vu    
エゾスズシロ※        ○  
ヤグルマソウ      R   栽 培 
クロミサンザシ     EN Cr  ○  
エゾサンザシ     VU  EN   
エゾクサイチゴ        ○  
クロビイタヤ     VU   ○ 栽 培 
チョウセンヒメツゲ     NT    栽 培 
エゾムラサキツツジ     VU   ○ 栽 培 
クリンソウ      Vu VU  栽 培 
エゾムラサキ        ○  
エゾノカワヂシャ        ○  
タヌキモ     NT R NT   
オオベニウツギ     CR    栽 培 
ヤツシロソウ     EN    栽 培 
ヤナギタウコギ     VU En    
オナモミ     VU     
イトモ     NT     
スズラン      Vu N  栽 培 
カタクリ      N    
クロユリ      R NT   
コジマエンレイソウ     VU R VU  栽 培 
ノハナショウブ       N  栽 培 
ハイドジョウツナギ      R    
ミクリ     NT R    
クゲヌマラン     VU     

合 計 32種 − − − − 17種 15種 11種 8種 − 
 注) 選定基準に該当するものの、明らかな栽培種は備考に⽰すとおりである。 

注）エゾスズシロは⑧の選定基準に該当するものの、北海道ブルーリスト2010において、カテゴリーBとして
記載されている。 

 
「(仮称)札幌駅南⼝北 4 ⻄ 3 地区第⼀種市街地再開発事業 環境影響評価書」(令和４年３⽉ 札幌市)における
調査結果によると、上記に加えて、エゾタンポポが確認されている。  
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c. ⽣態系 
(ｱ) 動植物の⽣息・⽣育環境の状況 

事業区域周辺は、⾚れんが庁舎周辺、北海道⼤学植物園及び北海道⼤学構内などに⽐
較的⾯積の広い緑地がみられるほかは、⼤部分が市街地となっているが、航空写真等の
調査資料では、図3.2.1-14に⽰すとおり、市街地に分布する緑地が確認できる。 

調査資料による確認状況を基に⾃然環境類型を３区分に分類し作成した、事業区域周
辺の⾃然環境類型図は、図3.2.1-14に⽰すとおりである。 

各⾃然環境類型区分の構成要素は、表3.2.1-29に⽰すとおりである。 
 

表3.2.1-29 各⾃然環境類型区分の構成要素 
⾃然環境類型区分 構成要素 

市街地周辺のまとまった緑地 

動植物の⽣息・⽣育の基盤は、⾚れんが庁舎周辺、北海道⼤学
植物園及び北海道⼤学構内にみられる緑地である。 

主な植物相は、落葉広葉樹林、落葉広葉樹植林、常緑針葉樹植
林等である。 

主な動物相は、キジバト、コゲラ、アカゲラ、ハシボソガラス、
ハシブトガラス、ヒガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ハクセキレ
イ、ゴジュウカラ、ムクドリ、カワラヒワ等である。 

市街地に点在する緑地 

動植物の⽣息・⽣育の基盤は、創成川沿いや住宅地の庭、⼩学
校の校庭、寺社等にみられる緑地である。 

主な植物相は、落葉広葉樹林、落葉広葉樹植林、常緑針葉樹植
林等である。 

主な動物相は、トビ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒヨ
ドリ、スズメ、カワラヒワ等である。 

その他の市街地 

市街地のうち、航空写真等でまとまった緑地が確認されなかっ
た範囲である。 

動植物の⽣息・⽣育の基盤は、建物や道路脇の草地、路上であ
る。 

主な植物相は、路傍草本群落等である。 
主な動物相は、ハシボソガラス、ハシブトガラス、スズメ等で

ある。 
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図3.2.1-14 ⾃然環境類型図  
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(ｲ) 注⽬される種 
「地域を特徴づける⽣態系」として、「市街地周辺のまとまった緑地」、「市街地に点在

する緑地」を抽出した。 
これらの「地域を特徴づける⽣態系」において、表3.2.1-30に⽰す上位性、典型性、特

殊性の視点から注⽬される動植物の種または⽣物群集を資料調査に基づく結果から想
定すると、表3.2.1-31に⽰すとおりである。 

 
表3.2.1-30 注⽬種・群集における抽出基準 

抽出基準 注⽬種・群集の抽出視点 

上位性 ・⽣態系の栄養段階の上位に位置する種で、⽣態系の攪乱や環境変化などの影響を受
けやすい種 

典型性 

・ 対象地域で⽣物間の相互作⽤や⽣態系の機能に重要な役割を担うような種 
・植物では現存量や占有⾯積の⼤きい種、動物では個体数が多い種、⽣物群集の多様

性を特徴づける種、対象範囲内に広くかつ多く分布し、当該環境を代表する種 
・⽣態系が有する重要な機能(⽔質浄化機能、動物の⽣息場所の形成、動物の移動経路

の提供、物質⽣産機能)を指標する種 

特殊性 
・対象地域において、占有⾯積が⽐較的⼩規模で周囲にはみられない環境に⽣息する

種 
・特殊な環境要素や特異な場の存在に⽣息が強く規制される種 

出典：「環境アセスメント技術ガイド⽣態系」(平成14年10⽉ 財団法⼈⾃然環境研究センター) 
 

表3.2.1-31 地域を特徴づける⽣態系における注⽬種・群集(調査資料に基づく結果より抽出) 
類型区分 注⽬種・群集 

A 市街地周辺のまとまった緑地 

上位性 トビ 

典型性 ハルニレ、ヤチダモ、 
シジュウカラ、アブラゼミ 

特殊性 − 

B 市街地に点在する緑地 
上位性 トビ 
典型性 ハクセキレイ、ヒヨドリ、ムクドリ 
特殊性 − 
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C. 景観及び⼈と⾃然との触れ合いの活動の状況 
a. 景  観 
(ｱ) 地域景観の状況 

事業区域周辺は、札幌扇状地の終端部及び⽯狩低地からなる全体的にほぼ平坦な低地
であり、東側の⼀般国道５号(創成川通)を挟んで創成川が市街地を南北に貫流している。
⼭地は⻄側に、丘陵地は南側にみられるが、札幌市中⼼街に位置する事業区域からは遠
く離れている。 

事業区域の⼟地利⽤は市街地となっており、その周辺も⾚れんが庁舎、北海道⼤学植
物園、北海道⼤学構内、創成川公園等の⼀部に緑地がみられるほかは、市街地とそれに
続く住居地域が主となっている。このため、地域景観は、ビルなどの建築物により構成
される市街地の都市景観が主体となっている。 
 

(ｲ) 主要な眺望点の分布状況 
事業区域境界から約500m程度の範囲における主要な眺望点は、表3.2.1-32及び図

3.2.1-15に⽰すとおりである。 
事業区域周辺には、展望施設、観光施設、公園等の主要な眺望点が分布している。 

 
表3.2.1-32 事業区域周辺の主要な眺望点 

番号 主要な眺望点 分 類 距離 概 要 

1 JRタワー展望室 
T38 

展望施設、 
観光施設 近景 

地上38階・⾼さ160mの展望室で、札幌
の市街地と周辺の⼭並みが⼀望できる施
設である。 

2 札幌市北３条広場 
(アカプラ) 広場 近景 

札幌駅前通と⾚れんが庁舎の間に位置
し、様々な活動や気軽に憩うことができ、
継続的・恒常的なにぎわいの創出の場と
して新たに整備された空間である。 

3 ⾚れんが庁舎 重要⽂化財、 
観光施設 近景 

北海道開拓の歴史を伝える象徴的建造
物として、道内外、海外からの観光客に
も親しまれている施設である。 

4 時計台 重要⽂化財、 
観光施設 近景 

開拓期のアメリカ中・⻄部で流⾏した
⾵船構造と呼ばれる⽊造建築様式が特徴
の建物で、写真撮影が多い⼈気の観光ス
ポットである。 

5 さっぽろテレビ塔 
展望台 

展望施設、 
観光施設 中景 ⾼さ90mの展望台で、札幌の市街地と

周辺の⼭並みが⼀望できる施設である。 

6 ⼤通公園 景観計画重点区域、
公園 中景 

92種、約4,700本の⽊々に囲まれたオフ
ィス街のオアシスで、芝⽣や噴⽔の周り
では、観光客も市⺠も思い思いにくつろ
ぐ公園である。 

7 北海道⼤学植物園 観光施設 中景 

植物学の教育・研究を⽬的に設置され
た北海道⼤学の施設で、広く⼀般にも公
開され、「緑のオアシス」として多くの市
⺠に親しまれている。 

8 北海道⼤学構内 広場 中景 
札幌農学校時代の明治の建物が今も活

⽤されており、開放された構内は不特定
多数の⼈々が散策等に利⽤している。   
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図3.2.1-15 事業区域周辺の主要な眺望点  
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(ｳ) 景観資源の分布状況 
「第３回⾃然環境保全基礎調査」(環境庁)による事業区域周辺の⾃然景観資源の状況

は、表3.2.1-33及び図3.2.1-16に⽰すとおりである。 
事業区域から約５km以上離れた地域に、⾮⽕⼭性孤峰(藻岩⼭)、峡⾕・渓⾕(豊平川・

藻南公園付近)、湖沼(モエレ沼)が分布している。 
また、事業区域周辺の都市景観資源としては、表3.2.1-32及び図3.2.1-15に⽰したとお

り、重要⽂化財に指定されている⾚れんが庁舎及び時計台、展望台として利⽤されてい
るJRタワー展望室T38及びさっぽろテレビ塔展望台、公園等として利⽤されている⼤通
公園等が分布している。 

 
表3.2.1-33 事業区域周辺の⾃然景観資源 

番 号 ⾃然景観資源名 名 称 
１ ⾮⽕⼭性孤峰 藻岩⼭ 
２ 峡⾕・渓⾕ 豊平川・藻南公園付近 
３ 湖 沼 モエレ沼 

出典：「第３回⾃然環境保全基礎調査 北海道⾃然環境情報図」(環境庁) 
 
  



- 3-43 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3.2.1-16 ⾃然景観資源の分布状況  



- 3-44 - 

b. ⼈と⾃然との触れ合いの活動の場 
(ｱ) 野外レクリエーション地の分布状況 

事業区域境界から約500m程度の範囲における野外レクリエーション地は、表3.2.1-34
及び図3.2.1-17に⽰すとおりである。 

事業区域周辺には、創成川公園、⼤通公園の野外レクリエーション地が分布している。 
 

(ｲ) ⽇常的な触れ合いの活動の場の分布状況 
事業区域境界から約500m程度の範囲における⽇常的な触れ合いの活動の場は、表

3.2.1-34及び図3.2.1-17に⽰すとおりである。 
事業区域周辺には、⾚れんが庁舎前庭、北海道⼤学植物園、北海道⼤学構内の⽇常的

な触れ合いの活動の場が分布している。 
 

表3.2.1-34 ⼈と⾃然との触れ合いの活動の場の分布状況 
区分 番号 名 称 概 要 

野
外
レ
ク
リ
エ
ổ
シ
ἂ
ン
地 

１ 
創成川 
公園 

創成川公園は、創成川の東⻄をつなぐ交流と憩いの場として、
南北アンダーパスの連続化により⽣まれた地上部に整備された。 

都⼼部における貴重な⽔辺と四季折々に楽しむことができる植
栽による潤いあふれる空間となっている。 

２ ⼤通公園 

⼤通公園は、札幌市の中⼼部に位置し、⼤通⻄１丁⽬から⼤通
⻄12丁⽬までの⻑さ約1.5km、⾯積約7.8haの公園である。 

美しい花壇や芝⽣、約90種4,700本におよぶ樹⽊のほか、初夏の
訪れを告げるライラックまつり、YOSAKOIソーラン祭り、雪まつ
りやホワイトイルミネーションなど、四季折々の美しい植物やイ
ベントなどにより、１年を通して多くの観光客、市⺠に親しまれ
ている。 

⽇
常
的
な
触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

３ 
⾚れんが 
庁舎前庭 

⾚れんが庁舎前庭には約1,000本の樹⽊があり、⾚れんが庁舎を
訪れる⼈々の散策の場となっている。 

美しい庭園で四季を感じることができ、春には桜やライラック、
夏には豊かな緑やハマナス、秋には紅葉と季節ごとに異なる表情
を⾒せてくれる場で、写真スポットとして⼈気が⾼い。 

４ 
北海道⼤学 

植物園 

広さ13.3haの園内にはハルニレの巨⽊が⽴ち、⼀部ではうっそ
うとした林も残されていて、明治以前の古き札幌の姿がしのばれ
る。また⾼⼭植物など北海道の⾃⽣植物を中⼼に約4,000種類の植
物が育成されている。 

植物学の教育・研究を⽬的に設置された北海道⼤学の施設であ
るが、広く⼀般にも公開され、「緑のオアシス」として多くの市⺠
に親しまれている。 

５ 
北海道⼤学 

構内 

札幌農学校時代の明治の建物が、今も学⽣たちの学び舎として
利⽤されている。市⺠にも広く開放されているこの⼤学は、ゆっ
くり散策してまわっても６km程度である。構内にはサクシュコト
ニ川、クラーク像、エルムの森、ポプラ並⽊、⼤野池、イチョウ
並⽊等がある。 

出典: 「創成川公園MAP&GUIDE」(札幌市) 
  「札幌市ホームページ(施設案内)」(令和３年８⽉閲覧) 
  「北海道⼤学植物園ホームページ」(令和３年８⽉閲覧) 
  「ようこそSAPPOROホームページ」(令和３年８⽉閲覧)   
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図3.2.1-17 ⼈と⾃然との触れ合いの活動の場の分布状況 




